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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
診
療
所
を
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
診
療
所
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

東
桂
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

都
留
市
十
日
市
場
九
百
五
十
八
番
地
一

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

ツ
ル
虎
ノ
門
外
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

都
留
市
四
日
市
場
字
瀬
中
百
八
十
八
番
地

病
院

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

塩
山
市
民
病
院

甲
州
市
塩
山
西
広
門
田
四
百
三
十
三
番
地
一

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
起
業
者
の
名
称

中
央
市

二
　
事
業
の
種
類

中
央
市
田
富
図
書
館
及
び
田
富
福
祉
公
園
等
駐
車
場
整
備
事
業

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
八
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

十
月
四
日

第
二
千
七
十
八
号

月　曜　日



三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
中
央
市
布
施
字
壱
町
田
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

中
央
市
田
富
図
書
館
及
び
田
富
福
祉
公
園
等
駐
車
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。）

は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」

に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

中
央
市
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い
う
。）
は
、
本
件
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
既
に
必
要
な
予

算
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
財
源
と
し
て
、
国
庫
補
助
金
（
市
町
村
合
併
推
進
体
制
整
備
費

補
助
金
）
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
既
に
総
務
大
臣
か
ら
そ
の
交
付
決
定
を
受
け

て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

起
業
者
は
、
平
成
十
八
年
二
月
、
田
富
町
、
玉
穂
町
、
豊
富
村
が
合
併
し
、
人
口
三
万
人
の

新
市
と
し
て
誕
生
し
、
旧
田
富
町
役
場
を
本
庁
舎
と
し
て
市
政
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
。

現
在
、
本
庁
舎
と
な
っ
て
い
る
田
富
庁
舎
は
昭
和
六
十
二
年
に
建
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
周
辺

に
は
、
平
成
四
年
に
田
富
福
祉
公
園
、
平
成
七
年
に
田
富
図
書
館
、
そ
し
て
平
成
十
八
年
に
農

産
物
直
売
所
「
た
・
か
ら
」
が
建
設
さ
れ
、
合
併
後
に
お
い
て
は
、
地
元
住
民
だ
け
で
な
く
旧

玉
穂
・
旧
豊
富
地
域
か
ら
も
利
用
者
が
訪
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
田
富
図
書
館
及
び
田
富
福
祉
公
園
に
は
建
設
当
時
か
ら
駐
車
場
が
設
け
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
施
設
の
利
用
者
は
、
現
在
、
田
富
庁
舎
の
駐
車
場
を
利
用
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
庁
舎
駐
車
場
は
、
主
に
来
庁
者
及
び
同
敷
地
内
に
あ
る
福
祉
セ
ン
タ
ー
利

用
者
を
中
心
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
混
雑
時
に
お
い
て
は
駐
車
で
き
な
い
車
両
に
よ
る
路
上

駐
車
が
発
生
し
て
お
り
、
警
察
署
か
ら
対
策
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
富
図
書
館
及
び

田
富
福
祉
公
園
利
用
者
が
庁
舎
駐
車
場
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
交
通
量
が
多
い
市
道
を
横
断

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
高
齢
者
や
子
ど
も
連
れ
で
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
危
険
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
農
産
物
直
売
所
「
た
・
か
ら
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
の
開
設
時
に
必
要
な
駐

車
場
を
確
保
し
た
が
、
そ
の
後
、
利
用
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
た
め
、
現
在
は
慢
性
的
に
駐
車

場
が
不
足
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
必
要
と
な
る
駐
車
場
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
交
通
量
の
多

い
市
道
の
横
断
が
不
要
と
な
る
こ
と
か
ら
利
用
者
の
安
全
性
の
確
保
や
利
便
性
の
向
上
が
図
ら

れ
る
な
ど
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら

れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
中
の
騒
音
、
振
動
等
が
考
え

ら
れ
る
が
、
起
業
者
は
工
事
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
低
騒
音
型
重
機
の
使
用
や
必
要
な
防
護
柵

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
住
民
と
協
議
を
行
い
安
全
管
理
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。

（三）

代
替
案
と
の
比
較

本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
田
富
図
書
館
及
び
田
富
福
祉
公
園
の
周
辺
に
あ
っ
て

必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
、
ま
た
、
利
便
性
、
経
済
性
等
の
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
三
案

に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
合

理
的
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
の
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
の
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の

施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
（三）
の
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最
も
適
切
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

田
富
庁
舎
駐
車
場
は
、来
庁
者
及
び
福
祉
セ
ン
タ
ー
利
用
者
を
中
心
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、

混
雑
時
に
お
い
て
は
駐
車
で
き
な
い
車
両
に
よ
る
路
上
駐
車
が
発
生
し
、
警
察
署
か
ら
対
策
を

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
富
図
書
館
及
び
田
富
福
祉
公
園
利
用
者
が
庁
舎
駐
車
場
を
利
用

し
た
場
合
に
は
、
交
通
量
が
多
い
市
道
を
横
断
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
高
齢
者
や
子
ど
も
連

れ
で
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
保
育
園
保
護
者
会
、

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
等
か
ら
駐
車
場
建
設
の
要
望
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
各
施
設
に
お
け
る
過
去
三
年
間
の
利
用
実
績
か
ら
必

要
駐
車
台
数
を
検
討
し
、
必
要
と
さ
れ
る
敷
地
面
積
を
算
出
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

五
九
〇



適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
と
す
る
こ
と
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
「
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ

る
の
で
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足

す
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

中
央
市
総
務
部
総
務
課

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
ネ
ク
ス
ト
・
ワ
ン

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
田
静
實

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
松
本
千
四
百
四
十
二
│
四
十
七

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
動
物
介
在
活
動
を
中
心
に
、
安
心
・
安
全
な
社
会
の
創
生
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
九
月
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
て
っ
ぷ
・
あ
っ
ぷ
る

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
塚
田
純
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
休
息
千
百
八
十
七
番
地
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
家
庭
の
親
と
そ
の
子
ど
も
、
妊
産
婦
や
将
来
親
に
な
る
者
、
並
び
に
地

域
子
育
て
支
援
者
に
対
し
て
、
育
児
不
安
・
悩
み
の
緩
和
、
子
育
て
・
親
育
ち
に
関
す
る
各
種
事

業
を
行
い
、
家
庭
と
地
域
の
育
児
力
の
向
上
と
、
子
ど
も
の
心
と
体
の
健
全
な
成
長
発
達
を
促
し
、

も
っ
て
児
童
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
有
限
会
社
吉
田
屋
　
代
表
取
締
役
　
山
口
佐
知

２
　
住
所
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
一
丁
目
三
番
四
十
三
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ノ
ジ
マ
富
士
吉
田
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
二
丁
目
三
番
一
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（一）

名
称
　
株
式
会
社
ノ
ジ
マ
　
代
表
執
行
役
　
野
島
廣
司

（二）

所
在
地
　
神
奈
川
県
相
模
原
市
中
央
区
横
山
一
丁
目
一
番
一
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

五
九
一



４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
千
五
百
三
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

（一）

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

収
容
台
数
　
百
十
八
台

（二）

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

収
容
台
数
　
十
六
台

（三）

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

面
積
　
五
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

容
量
　
二
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

a

開
店
時
刻
　
午
前
十
時

s

閉
店
時
刻
　
午
後
九
時
四
十
五
分

（二）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

（三）

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

a

数
　
三
箇
所

s

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

（四）

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
五
日

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
付
け
で
上
野
原
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
　
五
百
分
の
一
地
形
図
作
成

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
上
野
原
市
原
地
区
、
八
ッ
沢
地
区
及
び
新
田
倉
地
区

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
月
四
日

五
九
二


